
 

 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学マテリアル先端リサーチインフラ

実施要領 

 

令和４年３月３１日 

学 長 裁 定 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、文部科学省科学技術試験研究委託事業「マテリアル先端リ

サーチインフラ」に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学（以下

「本学」という。）が保有する先端的な研究技術及び共用設備（以下「共用設

備等」という。）を産官学の多様な利用者（以下「利用者」という。）に提供す

る事業（以下「本事業」という。）に関し、必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 本事業は、我が国におけるデータ駆動型の研究開発を更に加速すべく、

マテリアル研究開発に関する研究データを効率的かつ継続的に創出するとと

もに、当該データを戦略的に収集・蓄積し利活用するための全国的な共用基盤

であるマテリアル先端リサーチインフラの構築に向け、ナノテクノロジープ

ラットフォームを通じて整備してきた本学が保有するマルチマテリアル化技

術及び次世代高分子マテリアル領域に関する先端的な共用設備等を利用者に

対して柔軟に提供することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１）利用  有償又は無償により、善良な自己の注意をもって共用設備等を使

用し、実験に関するデータ等の取得、実験用試料等の処理等を行うことをい

う。 

（２）秘密情報  本事業の過程において、利用者若しくは本学が相手方から提

供若しくは開示を受け、又は自己において知り得た、技術上、営業上その他

の一切の情報のうち、「秘」等秘密である旨の表示を付した図面、技術資料

等の文書又は電子媒体により開示されたもの、口頭で開示される情報であっ

て、開示の際に秘密である旨明示され、開示後１５日以内に開示内容が記載

され、かつ、「秘」等秘密の旨の表示を付した文書で提供されたもの及び試

料、サンプルその他物で開示される情報であって、開示の際に秘密である旨

明示され、開示後１５日以内に当該物を特定できる内容が記載され、かつ、

「秘」等秘密の旨の表示を付した文書が提供された当該物に係るものの総称

をいう。ただし、次に掲げる区分のいずれかに該当する情報については、こ

の限りではない。 

  イ 相手方から開示を受け、又は知得した時点で、既に自己が保有していた



 

ことを証明できるもの 

  ロ 相手方から開示を受け、又は知得した時点で、既に公知となっているも

の 

  ハ 相手方から開示を受け、又は知得した後、自己の責めによらずに公知と

なったもの 

  ニ 正当な権限を有する第三者から適法に知得したことを証明できるもの 

  ホ 相手方から開示を受けた情報によることなく独自に創出し、又は知得

していたことを証明できるもの 

  ヘ 相手方から開示を受けた後、秘密情報によらずに独自に創出したもの 

  ト 書面により事前に相手方の同意を得たもの 

  チ 法令により開示が義務付けられたもの又は関係する府省若しくは裁判

所その他の公的機関に開示を求められたもの 

（３）知的財産権  次の各号に掲げるものをいう。 

  イ 特許権等  特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権、

実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）に規定する実用新案権、意匠法

（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権、特許法に規定する特許

を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法

に規定する意匠登録を受ける権利及び外国におけるこれらの権利に相当

する権利 

  ロ 著作権  著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規定するプログラム

の著作物及びデータベースの著作物に係る著作権並びに外国におけるこ

れらの権利に相当する権利 

  ハ 回路配置利用権  半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和６

０年法律第４３号）に規定する回路配置利用権、回路配置利用権の設定の

登録を受ける権利及び外国におけるこれらの権利に相当する権利 

  ニ 育成者権  種苗法（平成１０年法律第８３号）に規定する育成者権、

品種登録を受ける地位及び外国におけるこれらの権利に相当する権利 

  ホ 技術ノウハウを使用する権利  イからニに掲げる権利の対象となら

ない技術情報（実験データ、サンプル等の試料及び図面等を含む。）であ

って、秘匿することが可能なものかつ財産的価値のあるもののうちから、

本学と利用者が合意の上で特に指定するものを使用する権利 

 

（支援内容） 

第４条 本事業は、次に掲げる支援業務を行う。 

（１）技術相談  利用者が共用設備等を利用するに当たり、本学の研究者又は

技術者（以下「研究者等」という。）が、技術的な相談等に応じるもの 

（２）技術代行  利用者の依頼に基づき、本学の研究者等が、共用設備等を利

用し代行して、加工、分析又は操作等を行うもの 

（３）技術補助  本学の研究者等が技術的な補助を行いつつ、利用者が共用設

備等を利用して加工、分析又は操作等を行うもの 



 

（４）機器利用  利用者が、共用設備等を利用して加工、分析又は操作等を行

うもの（本学の研究者等が必要に応じて技術的な指導等を行うことを含む。） 

（５）共同研究  利用者が行う研究に対し、本学の研究者等が共用設備等を利

用し利用者と共同して、加工、分析又は操作等を行うもの 

 

（責任者） 

第５条 本事業を実施するため、責任者を置き、マテリアル研究プラットフォー

ムセンター長（以下「センター長」という。）をもって充てる。 

 

（利用条件） 

第６条 共用設備等の提供に当たっては、本学の研究及び教育に支障がなく、か

つ、マテリアル先端リサーチインフラの趣旨に鑑み、利用者の要請に応え、又

は健全な事業活動に資すると認められる場合に限り行うものとする。 

２ 利用者は、次の各号に掲げることについて同意するものとする。 

（１）本事業の利用内容を公表すること。 

（２）前号の利用内容をはじめとする本事業の利用を通じて創出される研究デ

ータ及びこれに関連して利用者及び本学が保有する情報を本学に収集・蓄

積し、マテリアル先端リサーチインフラにおけるセンターハブ、ハブ及びス

ポークの各機関に提供すること。ただし、センター長が特別の事情があると

認める場合は、利用者との協議により、当該研究データ及び情報の一部又は

全部の収集・蓄積又は提供を行わないことができる。 

 

（利用申請） 

第７条 利用者は、本事業を利用するに当たり、あらかじめ、センター長に申請

しなければならない。 

 

（委員会） 

第８条 センター長は、前条の利用申請の審査を行うため、マテリアル先端リサ

ーチインフラ審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（１）センター長 

（２）センター長が指名する教員 若干名 

（３）その他センター長が必要と認める者 

３ 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 

４ 委員長は、委員会を主宰する。 

 

（利用審査） 

第９条 センター長は、前条の審査の結果に基づき、本事業の利用の可否を決定

し、当該決定を利用者に通知するものとする。 

 



 

（料金） 

第１０条 本事業の料金（第６条第２項第２号ただし書の場合を含む。以下「利

用料金」という。）は、別表のとおりとする。 

２ 前項の場合において、特に必要が認められるときは、センター長は委員会の

承認を経て、利用料金の一部又は全額を免除することができる。 

３ 利用料金は、前納とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、センター長が認めた場合は、支援業務終了後に利

用料金を納付することができる。この場合において、納付期限は、本学が発行

する請求書の発行日の属する月の翌月末日とする。 

５ 本学は、原則として納付された利用料金は利用者に返還しない。 

 

（利用内容の報告） 

第１１条 利用者は、本事業の利用内容を支援業務が終了した年度の年度末ま

でに、センター長に報告しなければならない。 

 

（利用内容の公表） 

第１２条 センター長は、前条の利用内容をマテリアル先端リサーチインフラ

におけるセンターハブ機関を通じて速やかに公表するものとする。この場合

において、本学は、当該利用内容が公表されるまでの間、当該利用内容に関す

る一切の情報（利用者が公表並びに収集・蓄積及び提供等について承諾したも

の、既に公表されているもの並びに秘密を保持することを約した契約等の締

結の下に特定の者に開示することが認められたものを除く。）について第三者

に開示し、提供し、又は漏えいしてはならない。 

２ 利用者は、特許出願を目的として当該利用内容の公表について延期を希望

する場合、センター長の承認を受けることにより、支援業務が終了した当該年

度末から最大２年間、公表を延長することができる。 

 

（遵守事項） 

第１３条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）この要領その他の学内規則及び法令に違反する行為を行わないこと。 

（２）本学の研究者等の指示及び共用設備等の利用方法（共用設備等を破損する

又はそのおそれがある行為を行わないことを含む。）に違反する行為を行わ

ないこと。 

（３）事故等危険が惹起される行為を行わないこと。 

（４）その他本学の研究及び教育に支障となる行為を行わないこと。 

 

（中止等） 

第１４条 開始された支援業務は、本学又は利用者の利益を一方的に害する場

合は、原則として中止することはできない。ただし、当該支援業務において前

条各号に定める遵守事項のいずれかを満たさない事態が生じた場合、本学は



 

当該支援業務を中止することができる。 

２ 本学及び利用者は、天災その他本事業の遂行上やむを得ない事由がある場

合、相手方と協議の上、支援業務を中止し、又は利用期間を延長することがで

きる。この場合において、本学は、当該支援業務に関して利用者に生じた損害

については、その責めを負わない。 

３ 本学は、前項の規定により支援業務を中止した場合であって、本学が特に必

要と認めたときは、第１０条の規定にかかわらず、利用者と協議の上、不用と

なった額の範囲内で利用者に対し、利用料金の一部又は全部を返還すること

ができる。 

 

（情報の取扱い） 

第１５条 利用者は、本事業の利用を通じて創出される研究データ及びこれに

関連する情報を適切に管理するものとする。 

２ 利用者及び本学は、センター長が別に定めるデータ登録に関する約款に基

づき、本事業の利用を通じて創出される研究データ及びこれに関連して利用

者及び本学が保有する情報を本学に収集・蓄積し、マテリアル先端リサーチイ

ンフラにおけるセンターハブ、ハブ及びスポークの各機関に提供するものと

する。 

３ 利用者及び本学は、秘密情報について、本事業の目的以外の目的のために複

製し、又は利用してはならない。 

４ 利用者及び本学は、秘密情報について、第三者に開示し、又は提供してはな

らない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りでなく、

この場合において、利用者又は本学は、この要領において自己が負う秘密保持

義務と同様の秘密保持を当該第三者に義務付けるよう措置を講ずるものとす

る。 

５ 前項において、開示又は提供を受けた第三者（次項において「受領者」とい

う。）は、秘密情報について、当該開示又は提供を受けた目的以外の目的のた

めに複製し、又は利用してはならない。 

６ 受領者は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられている場合又

は関係する府省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められた場合は、

必要かつ妥当な範囲でこれを開示することができる。ただし、開示するときは、

あらかじめ相手方に当該内容を書面にて通知するものとする。 

７ 利用者及び本学は、本事業の実施に関与する者に対し、この要領において自

己が負う秘密保持義務と同様の秘密保持を義務付けるよう措置を講ずるもの

とする。 

８ 利用者及び本学は、秘密情報について、相手方に対し自己が開示した当該情

報に瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責めを負わないもの

とし、それらについて一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。 

９ 利用者は、第１３条各号に定める遵守事項のいずれかを満たさない事態が

生じた場合をはじめ、本学が特に必要と認める場合は、本学の求めに応じ、必



 

要な全ての情報を本学に提供するものとする。 

 

（知的財産権の帰属） 

第１６条 本事業の利用による発明等に係る知的財産権の帰属に関する取扱い

は、本学及び利用者が協議して決定する。ただし、秘密情報を用いることなく

新たに得られた当該知的財産権については、利用者に帰属するものとする。 

 

（事故補償の免責等） 

第１７条 利用者が、本事業の利用に当たって事故、災害等に遭遇した場合は、

当該利用者が所属する学術研究機関又は企業が、従業員に適用する補償制度

をもって補償することを原則とする。ただし、当該事故、災害等が、本学の責

めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。 

２ 利用者が本事業の利用に当たって提出した実験用試料等に滅失又は毀損が

生じた場合は、本学の責めに帰すべき事由によるときを除き、本学はその責め

を負わないものとする。 

３ 利用者は、本事業の利用によって第三者との間で紛争が生じた場合は、自己

の責任と負担により解決するものとし、本学はその責めを負わないものとす

る。 

 

（損害賠償） 

第１８条 利用者は、本事業の利用に当たり、当該利用者の責めに帰すべき事由

によって、共用設備を滅失し、又は損傷した場合は、これを原状に回復し、又

はその損害を賠償しなければならない。 

 

（存続条項） 

第１９条 第１５条から第１８条の規定は、利用者が本事業の利用を終了した

後も、各条項の遵守に必要な限りにおいて引き続き効力を有するものとする。 

 

（事務） 

第２０条 本事業の実施に関する事務は、事業推進部研究協力課が行う。 

 

（雑則） 

第２１条 この要領に定めのない事項については、本学が定める規則等の定め

るところによるほか、センター長が別に定める。 

 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

（ナノテクノロジープラットフォーム取扱要領の廃止） 



 

２ 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学ナノテクノロジープラットフォ

ーム取扱要領（平成２５年４月１日学長裁定）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 前項の規定にかかわらず、この要領の施行前に国立大学法人奈良先端科学

技術大学院大学ナノテクノロジープラットフォーム取扱要領第４条の規定に

より利用者が共用設備等の利用申請を行ったものに係る事業の取扱いについ

ては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要領は、令和４年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和５年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和６年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


